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１．目的 

    本マニュアルは、新型インフルエンザ専門家会議により、平成 19

年 3 月 26 日に策定された「新型インフルエンザ対策（フェーズ４以

降）におけるサーベイランスガイドライン」（以下、「国サーベイラ

ンスガイドライン」という。）に示されたサーベイランスについて、

本県における実施方法を定めることを目的とする。 

また、本県では、新型インフルエンザの県内流行期・大規模流行

期には、「青森県新型インフルエンザ医療確保計画」に基づいて、各

保健医療圏を単位に、保健所を中心とした医療確保を行うことから、

地域における新型インフルエンザの発生状況及び医療機能の現況を

把握することが必要となるため、本マニュアルにおいて、これらに

係る具体的な実施方法を定める。 

 

２．実施時期等 

（１）「国サーベイランスガイドライン」に従って、順次、発生時期に

応じたサーベイランスを実施する。 

（２）「新型インフルエンザ発生状況調査」及び「新型インフルエンザ

医療機能状況調査」については、県内流行期・大規模流行期にお

いて実施する。 

（３）国によるサーベイランスの見直し又は実施方法の通知に従って、

本マニュアルの見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ．はじめに 
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国が策定した「新型インフルエンザ対策（フェーズ４以降）におけ

るサーベイランスガイドライン」においては、まだ、具体的な実施方

法が定められていないため、本マニュアルでは、医療機関、保健所、

県環境保健センター（地方衛生研究所）、保健衛生課、厚生労働省等が

行う事務について、時系列的にフロー図として表し、今後の国からの

通知に従って、内容を改定していくこととする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ．新型インフルエンザ対策（フェーズ４以降）におけるサ

ーベイランスガイドラインの実施 
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１．サーベイランスガイドラインに定めるサーベイランスの概要 

（１）サーベイランスの内容 

名称 疑い症例調査支

援システム 

外来受診時症候

群サーベイラン

ス 

入院時肺炎症候

群サーベイラン

ス 

クラスターサ

ーベイランス

パンデミック時

インフルエンザ

様疾患サーベイ

ランス 

パンデミッ

ク時死亡数

迅速把握シ

ステム 

予防接種副

反応迅速把

握システム

ウイルス学的サ

ーベイランス 

臨床情報

共有シス

テム 

収集

対象

情報 

患者基本情報、

検査依頼･結果、

行動履歴、接触

者情報、接触者

健康管理 

年齢群別 38 度

以上の発熱及び

呼吸器症状を呈

する外来患者数

入院時に肺炎症

状を呈する患者

疫学的なリン

クがある類似

の症状を呈す

る 3 人以上の

患者の存在 

年齢群別 38 度

以上の発熱及び

呼吸器症状を呈

する外来患者数

総死亡者数 接種日、ロ

ット番号、

症状等 

抗原性、遺伝子

型、薬剤耐性等 

死亡率、

副作用、

耐性 

入力

機関 

保健所・地方衛

生研究所・国立

感染症研究所 

指定外来医療機

関 

内科・小児科病

床を有する全医

療機関 

報告対象は全

医療機関 

指定外来医療機

関 

保健所 全予防接種

実施医療機

関 

地 方 衛 生 研 究

所・国立感染症研

究所 

指定外来

医療機関 

実施

期間 

フェーズ 3A～

早期対応停止 

フェーズ 4A～

早期対応停止 

フェーズ4A～早

期対応停止 

フェーズ 4A～

早期対応停止

早期対応停止～

フェーズ 6B 終

了 

早期対応停

止～フェー

ズ 6B 終了 

予防接種開

始～予防接

種終了 

フェーズ 3A～フ

ェーズ 6B 終了 

フェーズ

4B～国の

終結宣言 

使用

シス

テム 

NESID 疑い症例

調査支援システ

ム 

NESID 症候群サ

ーベイランス 

NESID 症候群サ

ーベイランス 

システムでは

なく、保健所

への報告とす

る。 

NESID 症候群サ

ーベイランス

（外来受診時症

候群サーベイラ

ンスと同じ） 

NESID イ ン

フルエンザ

関連死亡迅

速把握シス

テム 

NESID 症候

群サーベイ

ランス 

NESID  
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（２）サーベイランスの目的と実施時期 

サーベイランスの種別と目的 

 

フェーズ３ 

ヒト－ヒト無 

フェーズ 4 

ヒト－ヒト発生 

フェーズ５ 

ヒト－ヒト集団発生 

フェーズ６ 

パンデミック発生 

使用システム等 

A（国外） B（国内） A（国外） B（国内） A（国外） B（国内） A（国外） B（国内）

【疑い症例調査支援システム】 

新しい亜型のインフルエンザ患者を発見する。 

        NESID 疑い症例調査

支援システム 

【外来受診時症候群サーベイランス】 

確定診断を待たず、特定の症状を持つ患者数を把

握し、流行を早期に探知する。 

        NESID 症候群サーベ

イランス 

【入院時肺炎症候群サーベイランス】 

上記に同じ 

        

【クラスターサーベイランス】 

集団感染の発生を把握する。 

        医療機関から保健所

へ報告 

【パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベ

イランス】患者数の継続モニタリングにより、感

染拡大の様子を把握する。 

        NESID 症候群サーベ

イランス 

【パンデミック時死亡迅速把握システム】 

死亡患者数から致死率を推定し、対策立案の資料

とする。 

        NESID 発生動向調査

インフルエンザ関連

死亡者数報告機能 

【予防接種副反応迅速把握システム】 

ワクチン接種継続の是非の判断の資料とする。 

        NESID 症候群サーベ

イランス 

【ウイルス学的サーベイランス】 

ワクチンの効果や治療方法の評価の資料とする。 

        NESID 症候群サーベ

イランス 

【臨床経過情報共有システム】 

医療従事者間での診断・治療方法などの情報共有

を図る。 

        インターネット上の

新システムの予定 

早期対応停止まで実施

早期対応停止まで実施

早期対応停止まで実施

早期対応停止まで実施

予防接種開始から終了まで実施

国のシステム終了宣言まで実施



                     ５ 

２．疑い症例調査支援システム 

 

新型インフルエンザ様症状の患者 

【医療機関】 

１．要観察例の診断 

２．要観察例を疑う場合は保健所に情報提供

３．検体採取（咽頭拭い液等） 

【保健所】 

指定医療機関と連携

して、受診指導 

受診 相談

【保健所】 

１．医療機関から検体確保し、環境保健センターへ搬入 

２．要観察例の任意情報による疑い症例調査支援システムへの登録 

３．保健衛生課へ連絡 

【環境保健センター】 

検体の RT－PCR 等遺伝子検査 

検査陰性 

検査陽性（新型インフルエンザウイルス亜型陽性）

【保健所】 

医療機関へ報告 

【環境保健センター】 

１．擬似症として、疑い症例調

査支援システムへの登録 

２．検体を国立感染症研究所ウ

イルス第三部へ送付 

【保健所】 

１．積極的疫学調査 

２．医療機関へ報告 

３．保健衛生課へ報告 

４．感染症法による入院

措置（場合によっては患

者移送を含む。） 

【医療機関】 

１．新型インフルエンザ擬似

症患者の届出 

２．指定・協力医療機関の場

合は患者を入院させる。 

一般医療機関の場合には、保

健所が患者を指定・協力医療

機関へ搬送する。 

【保健衛生課】 

厚生労働省結核・感染

症課へ報告 

【国立感染症研究所】 

１．新型インフルエンザ遺伝子

の確認 

２．疑い症例調査支援システム

への検査結果登録 
検査陰性 

検査陽性（新型インフルエンザウイルス陽性）

【保健所】【医療機関】

入院措置解除 

【医療機関・保健所・保健衛生課・環境保健センター・国】

１．NESID システムによる情報共有 ２．入院措置継続 
早期対応戦略の中止 

疑い症例調査支援システムの中止 
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註：「疑い症例調査支援システム」の登録対象について 

医師等から保健所に対して、新型インフルエンザ様症状の患者について情報提供があった場合に、保

健所は要観察例の定義に合致するか確認を行う。この結果、保健所が要観察例と判断した場合には、医

療機関に対し検体の提出を求め、以後、当該事例は、「疑い症例調査支援システム」の登録対象とされ、

保健所、環境保健センター、国立感染症研究所が、それぞれ情報登録を行う。 

なお、要観察例等の定義は下記のとおりであるが、ヒトーヒト感染発生後に改めて定義を行うことと

されている。 

 

《要観察例の定義》 

 38 度以上の発熱及び急性呼吸器症状のある者のうち、 

  ア 10 日以内にインフルエンザウイルス（H5N1）に感染している若しくはその疑いがある鳥（鶏、

あひる、七面鳥、うずら等）、又は死亡鳥との接触歴（直接接触したこと又は 2m 以内に接近し

たことをいう。以下同じ）を有する者。 

  イ 10 日以内に患者（疑い例を含む。）との接触歴を有する者 

 

《患者（確定例）の定義》 

 下記の臨床的特徴を有する、38 度以上の発熱及び急性呼吸器症状のある者のうち、症状や所見からイ

ンフルエンザ（H5N1）が疑われ、かつ、検体からの直接の PCR 法による病原体の遺伝子の検出又は分離・

同定による病原体の検出により、インフルエンザ（H5N1）と診断した場合 

 

《擬似症の定義》 

 下記の臨床的特徴を有する、38 度以上の発熱及び急性呼吸器症状のある者のうち、症状や所見からイ

ンフルエンザ（H5N1）が疑われ、かつ、検体からの直接の PCR 法による病原体の遺伝子の検出により、

H5 亜型が検出された場合 

 

（臨床的特徴） 

 潜伏期間は概ね２～８日である。症例の初期症状の多くが、高熱と急性呼吸器症状を主とするインフ

ルエンザ様疾患の症状を呈する。下気道症状は早期に発現し、呼吸窮迫、頻呼吸、呼吸時の異常音がよ

く認められ、臨床的に明らかな肺炎が多く見られる。 

 呼吸不全が進行した例ではびまん性のスリガラス様陰影が両肺に認められ、急性窮迫性呼吸器症候群

（ARDS）の臨床症状を呈する。 

 死亡例は発症から平均９～10 日（範囲６～30 日）目に発生し、進行性の呼吸不全による死亡が多く

見られる。 
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３．外来受診時症候群サーベイランス 

【対象医療機関】 

毎日、0時～24 時までに外来受診した、「38 度以上の発熱及び呼吸器症状を呈した全ての症例」の

患者数を年齢群別（0～15 歳、16～64 歳、65 歳以上）に、翌日正午までに、NESID 症候群サーベ

イランスシステムの画面へ登録 

（準備）【保健衛生課】 

１．外来受診時症候群サーベイランス対象医療機関の選定（20 年度実施予定） 

①下記の条件を満たす発熱外来以外の医療機関から、従来のインフルエンザ定点医療機関の 1.5

倍程度の医療機関を選定 

・インターネット利用可能 

・従来のインフルエンザ定点医療機関又は小児科あるいは内科を標榜する医療機関 

②全ての発熱外来 

２．NESID 症候群サーベイランスシステムに医療機関の同意を得て登録 

３．保健所、協力医療機関等への説明会実施 

４．関係者のメールアドレスを取りまとめ、国立感染症研究所感染症情報センターへ報告 

国がフェーズ４宣言実施 

早期対応戦略の中止 

フェーズ３A段階 

【保健所・保健衛生課】 

１．登録状況を継続的に確認 

２．異常な患者数増加を認めた場合には、速

やかに対応 

３．保健衛生課は、システムを使った入力が

出来ない医療機関の代行入力を実施 

１．厚生労働省の通知により、外来受診時症候群サーベイランスを中止 

２．パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランスに移行 

【厚生労働省・国立感染症研究所】 

１．登録状況を継続的に確認 

２．マニュアルの整備等の技術的支援を実施 

３．異常な患者数増加についての判断基準を提

供し、必要な対策の指導・助言を実施 
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４．入院時肺炎症候群サーベイランス 

 

 

 

 

（準備） 

【保健衛生課】 

１．報告医療機関に該当する医療機関を指定し、NESID 症候群サーベイランスシステムに登録 

《報告医療機関に該当する医療機関：内科・小児科病床を有する全医療機関》 

２．保健所、協力医療機関等への説明会実施 

フェーズ３A段階 

国がフェーズ４宣言実施 

【対象医療機関】 

１．NESID 症候群サーベイランスシステムに報告責任者を登録 

２．入院を要する肺炎患者が確認された場合に、入院時肺炎症候群サーベイランスに入力 

 

【保健所・保健衛生課】 

１．登録状況を継続的に確認 

２．保健所は、2例以上の集積を認めた場合

には確認を行って、新型インフルエンザを疑

う場合には要観察例として対応 

３．保健衛生課は、複数の保健所にわたる集

積を認めた場合は保健所に連絡 

４．保健衛生課は、システムを使った入力が

出来ない医療機関の代行入力を実施 

【厚生労働省・国立感染症研究所】 

１．登録状況を継続的に確認 

２．マニュアルの整備等の技術的支援 

３．複数の都道府県にわたる集積を認めた

場合は、都道府県に連絡 

４．患者集積に対する必要な対策の指導・

助言を実施 

早期対応戦略の中止 

厚生労働省の通知により、入院時肺炎症候群サーベイランスを中止 
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５．クラスターサーベイランス 

 

【医療機関】 

１．全医療機関が、報告基準に合致する場合に保健所へ報告 

２．報告基準 

①10 日以内に、3 人以上の肺炎患者があり、その組み合わせが、ヒト－ヒト感染が起こりうる疫

学的な関連性がある場合（例：同一同居家族、同一施設など） 

②10 日以内に、3 人以上の発熱を含むインフルエンザ症状があり、その組み合わせが、ヒト－ヒ

ト感染が起こりうる疫学的な関連性がある場合 

３．報告内容 

患者の年齢、性別、職業、疫学的関連性、臨床症状、臨床検査データ（CBC、CRP、ESR 等の炎症

所見、トランスアミナーゼ値、胸部レ線所見）と治療内容を含む集団の記述 

国がフェーズ４宣言実施 

【保健所】 

１．医療機関からの報告に基づき積極的疫学調査を実施 

２．報告については、速やかに保健衛生課へ連絡 

フェーズ３A段階 

（準備）【保健衛生課】 

厚生労働省から、クラスターサーベイランスの詳細について通知が行われた後に、医療機関に対し、

協力依頼を行う。なお、医療機関からの報告様式を厚生労働省が定めない場合には県が定める。 

早期対応戦略の中止 

厚生労働省の通知により、クラスターサーベイランスを中止 

【保健衛生課】 

報告を活用し対策を実施 
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６．パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対象医療機関】（外来受診時症候群サーベイランス対象機関に同じ） 

毎日、0 時～24 時までに外来受診した、「38 度以上の発熱及び呼吸器症状を呈した全ての症例」の患

者数を年齢群別（0～15 歳、16～64 歳、65 歳以上）に、翌日正午までに、NESID 症候群サーベイラン

スの画面へ登録 

新型インフルエンザ終結宣言 

１．厚生労働省の通知により、パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランスを中止 

２．通常の 5類定点での報告に戻る。 

【厚生労働省】 

１．登録状況を継続的に確認し、対策

に活用 

２．マニュアルの整備等の技術的支援

を実施 

早期対応戦略の中止 

【保健所・保健衛生課】 

１．登録状況を継続的に確認し、対策に活用

２．保健衛生課は、システムを使った入力が

出来ない医療機関の代行入力を実施 
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７．パンデミック時死亡者数迅速把握サーベイランス 

【市町村】 

１．担当者及び保健所への連絡体制を決定 

２．毎日正午までに、前日 0時～24 時までの死亡届受理数（死因を問わず）を所管保健所に届出

早期対応戦略の中止 

【保健所】 

毎日 15 時までに、市町村からの届出を NESID インフルエンザ関連死亡システムに入力 

フェーズ３A段階

（準備）【厚生労働省・国立感染症研究所】 

毎年インフルエンザシーズンに政令指定都市及び東京特別区で実施しているインフルエンザ関連

死亡迅速把握事業（NESID インフルエンザ関連死亡システムを使用）を基礎に、これを改良してパ

ンデミック時死亡者数迅速把握システムとして実施することとし、内容を通知 

（準備）【保健衛生課】 

１．保健所、市町村に対し、パンデミック時死亡者数迅速把握システムの講習会を実施 

２．連絡体制及び報告書式などの実施体制を確立 

【保健衛生課】 

登録状況を毎日 15 時までに確認 

【厚生労働省・国立感染症研究所】 

１．登録状況を毎日 18 時までに確認 

２．マニュアルの整備等の技術的支援を実施 

３．パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベ

イランスでの罹患状況と合わせて、対策の見直し

の判断材料とする。 

新型インフルエンザ終結宣言 

厚生労働省の通知により、パンデミック時死亡者数迅速把握サーベイランスを中止 
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８．予防接種副反応迅速把握システム 

 

 

 

（準備）【厚生労働省・国立感染症研究所】 

予防接種副反応迅速把握システムの内容を決定し通知 

（準備）【保健衛生課】 

１．対象医療機関を NESID 症候群サーベイランスシステムに登録し、医療機関に対し責任者の登

録を依頼 

《実施医療機関：内科・小児科・救急外来を有する全医療機関》 

２．予防接種開始前に、保健所、対象医療機関等への講習会を実施 

【医療機関】 

１．NESID 症候群サーベイランスシステムに報告責任者を登録 

２．新型インフルエンザウイルスワクチン接種によると疑われる重篤な副反応症状を呈する患者

を診察した場合に、24 時間以内に NESID 症候群サーベイランスシステム画面に入力する。 

【保健所・保健衛生課】 

１．登録状況を定期的に確認 

２．保健衛生課は、システムを使った入力が出

来ない医療機関の代行入力を実施 

３．保健衛生課は、厚生労働省に対し、状況を

報告 

【厚生労働省・国立感染症研究所】 

１．全国の実施状況を確認 

２．マニュアルの整備等の技術的支援を

実施 

３．副反応が広範に認められた場合はワ

クチン接種方法の見直し等対策を講じ

る。 

予防接種開始前

予防接種開始後

予防接種終了後、相当期間経過するまで実施 
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９．パンデミック時ウイルス学的サーベイランス 

 

 

 

 

（準備）【保健衛生課】 

パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランス協力医療機関のうち、約 10％に相当する医

療機関に病原体定点を依頼し、実施医療機関に、担当曜日を振り分け 

【医療機関】 

１．担当曜日に来院した、最初の通常のインフルエンザ様症状を有する患者（あるいは迅速診断

キット陽性例）から、検体採取ガイドラインに従って、検体を採取し、環境保健センターへ提出 

２．インフルエンザ入院患者を扱う医療機関では、肺炎あるいは脳症を呈した重症例、抗ウイル

ス薬に臨床的に耐性と考えられる例について、検体を採取し、環境保健センターへ提出 

【環境保健センター】 

１．通常のインフルエンザ検体と同様に処理 

２．全検体数、陽性検体数を NESID 病原体サーベイランスシステムに入力 

３．一定数の分離株を解析のため、国立感染症研究所ウイルス第三部へ送付 

【国立感染症研究所ウイルス第三部】 

１．全国データから、抗原性の変化を評価 

２．抽出された分離株から更なるウイルス学的分析を実施 

フェーズ 3Ａ段階

フェーズ６Bまで実施 

地域での流行開始後 
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１０．臨床経過情報共有システム 

 

 

 

 

（準備）【国立感染症研究所感染症情報センター】 

臨床経過情報共有システムの構築運営 

【医療機関】 

１．新型インフルエンザ患者が発生した二次医療圏内で、新型インフルエンザ外来を行う医療機関

と入院を担当する医療機関がひとつの単位を形成して、保健衛生課から、パスワード、ID を発行を

うける。 

２．新型インフルエンザ患者を診察した場合は、タミフルの有効性、耐性発生の有無、迅速診断キ

ットの有効性などをはじめとする、新型インフルエンザ患者の病態、臨床経過、治療成績、転帰等

を登録する。 

【国立感染症研究所感染症情報センター】 

１．マニュアルの整備等の技術的支援を実施 

２．個人情報に留意しつつ、システムで得られた情報を一般に公開 

国のシステム終結宣言まで実施 

（準備）【保健衛生課・保健所】 

１．医療機関で形成する調査単位の設立準備 

２．国立感染症研究所と共同して医療機関へパスワード、ID を発行 

フェーズ４Ｂ段階 
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【参考】 

NESID（感染症サーベイランスシステム）の概要について 

 

 

 

NESID（感染症サーベイランスシステム） 

：National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseaseの略称 

国が定めた「新型インフルエンザ行動計画」参考資料「用語解説」における説明 

「感染症法では、感染症の発生を迅速に把握することによって、感染症の予防と拡大防止、そして国

民に正確な情報を提供することを目的として、日常的に種々の感染症の発生動向を監視している。 

これは、感染症を診断した医療機関からの発生報告を基本としているが、これら発生報告を一元的

に効率よく収集解析するために、地方自治体と国の行政機関を結ぶネットワーク、あるいはインター

ネットをベースに構築された電子的なシステムを指す。」 

 

LGWAN：総合行政ネットワーク。地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続する行政専用のネッ

トワーク。  

 

WISH：厚生行政総合情報システム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WISH / LGWAN 側システム群 

① 感染症発生動向調査システム 

② 疑い症例調査支援システム 

③ 結核登録者情報システム 

④ 病原体検出情報システム 

⑤ 感染症流行予測調査システム 

インターネットシ

ステム群 

⑥ 症候群サーベ

イランスシステム 

 

NESID（感染症サーベイランスシステム） 

都道府県・保健所 

登録 

集計 

情報取得 

医療機関 

登録 

厚労省 

国立感染研 

集計 

都道府県・保健所

情報取得 

一般国民

県 HP 等による情報 県 HP 等による情報 

一般国民 

本県では20年度か

ら実施予定 

国立感染研 

保健所 
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１．目的 

 地域における新型インフルエンザ発生状況について、詳細な把握を行って、県及び保健

所が行う新型インフルエンザ対策の資料とする。 

 

２．時期 

 県内流行期・大規模流行期に実施することとし、開始及び終了の際には、保健衛生課よ

り、保健所、病院、県医師会、郡市医師会、市町村に対し通知を行う。 

 

３．調査実施機関 

全医療機関 

 

４．報告対象 

 0 時～24 時に診療した患者について、38 度以上の発熱及び呼吸器症状を呈した患者数を

入院・外来別、年齢群別に報告する。 

（年齢群：0～15 歳、16～64 歳、65 歳以上） 

 

５．報告方法 

（１）報告は１日１回とし、様式１により電子メールにて、翌日正午までに保健所に報告

する。なお、電子メールによる報告が出来ない場合には、ファックス等により報告す

る。 

（２）医療機関は、変更がない場合であっても、変更なしとして報告を行う。 

 

６．集計及び活用 

（１）保健所 

   医療機関からの報告は、毎日 17 時までに様式２に集計し、地域における新型インフ

ルエンザ対策の資料として活用する。また、集計後速やかに、電子メールにて、保健

衛生課に報告することとし、変更がない場合にはその旨報告する。 

（２）保健衛生課 

   保健所からの報告は、翌日の正午までに様式３に集計し、新型インフルエンザ対策

の資料として活用する。また、毎週月曜日の 17 時までに、前週の月曜～日曜までの延

べ患者数を様式４に集計する。 

 

７．関係機関との情報共有 

（１）保健衛生課 

① 様式３、４ともに、集計後速やかに、電子メールにて、各保健所、県医師会、郡

市医師会、全国自治体病院協議会青森県支部、市町村担当課へ情報提供する。 

Ⅲ．新型インフルエンザ発生状況報告 
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  ② 国及び関係団体に対しては、必要に応じて、様式２、３、４を基にして情報提供

を行う。 

（２）保健所 

所管地域内の医療機関及び関係団体に対しては、必要に応じて、様式２、３、４

を基にして情報提供を行う。 

 （３）報道機関及び県民等からの問い合わせに対しては、基本的に医療機関名は公表し

ない。  

 

【参考】パンデミック時インフルエンザ様疾患サーベイランスとの対比 

 パンデミック時インフルエンザ様疾患サー

ベイランス 

新型インフルエンザ発生状況報告 

 

目的 新型インフルエンザの発生動向の迅速な把

握 

新型インフルエンザ発生状況の詳細

な把握 

実施時期 早期対応終了後～国の新型インフルエンザ

終結宣言まで 

県内流行期・大規模流行期 

 

調査実施機関 外来受診時症候群サーベイランス協力医療

機関に同じ 

【対象医療機関の選定方法】 

１．下記の条件を満たす発熱外来以外の医療

機関から、従来のインフルエンザ定点医療機

関〔本県 65 箇所〕の 1.5 倍の医療機関〔本

県換算 97 箇所程度〕を選定 

・インターネット利用可能 

・従来のインフルエンザ定点医療機関又は小

児科あるいは内科を標榜する医療機関 

２．全ての発熱外来 

全医療機関 

 

 

報告対象 0 時～24 時に受診した患者のうち、38 度以上

の発熱及び呼吸器症状を呈した全ての症例

を年齢群別に報告（年齢群：0～15 歳、16～

64 歳、65 歳以上） 

0 時～24 時に診療した患者について、

38 度以上の発熱及び呼吸器症状を呈

した患者数を入院・外来別、年齢群別

に報告（年齢群：0～15 歳、16～64 歳、

65 歳以上） 

報告方法 1 日 1 回、NESID 症候群サーベイランスシス

テムで、翌日正午までに入力 

1 日 1 回、電子メールにて、翌日正午

までに、保健所に報告（変更のない場

合も報告） 

情報の活用 １．保健所や県が管内の状況を確認し、対策

に活用する。 

２．国が全国の状況を確認し、医療資源の配

分等対策、致死率、ワクチンの有効性評価に

活用する。 

保健所や県において、新型インフルエ

ンザの発生状況を確認し、医療確保対

策等に活用する。 
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様式１ 

新型インフルエンザ発生状況報告票（日報：医療機関→保健所） 

 

医療機関名  

担当者  

連絡先電話  

 

   月   日現在 

 

１．初回報告 

２．前回報告から変更あり 

３．前回報告から変更なし 

区分 入院 外来 

年齢 0～15 歳 16～64 歳 65 歳以上 0～15 歳 16～64 歳 65 歳以上 

人数       

【注意事項】上記の１．２．３のいずれかに○をつけて報告してください。１．２については表内につ

いても記載してください。 

 

 

様式２ 

新型インフルエンザ発生状況報告集計（日報：保健所→県保健衛生課） 

 

保健所名  

担当者  

連絡先電話  

 

   月   日現在 

医療機関名 入院 外来 

0～15 歳 16～64 歳 65 歳以上 0～15 歳 16～64 歳 65 歳以上 

○○病院       

○○病院       

       

小計       

○○診療所       

○○診療所       

       

小計       

合計       
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様式３ 

新型インフルエンザ発生状況報告集計（日報：県全域） 

 

  月   日現在 患者発生数 

 

保健医療圏 入院 外来 

0～15 歳 16～64 歳 65 歳以上 0～15 歳 16～64 歳 65 歳以上

青森地域 病院       

診療所       

合計       

弘前地域 病院       

診療所       

合計       

八戸地域 病院       

診療所       

合計       

西北地域 病院       

診療所       

合計       

上十三地域 病院       

診療所       

合計       

下北地域 病院       

診療所       

合計       

合計 病院       

診療所       

合計       
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様式４ 

新型インフルエンザ発生状況報告集計（週ごと変動状況：県全域） 

 

１．週当たり延べ入院患者数 

 第 1 週 第 2週 第 3週 第 4週 第 5週 第 6週 第 7週 第 8週 

青森地域         

弘前地域         

八戸地域         

西北地域         

上十三地域         

下北地域         

合計         

 

《グラフ挿入》 

 

 

 

 

 

 

２．週当たり延べ外来患者数 

保健医療圏 第 1週 第 2週 第 3週 第 4週 第 5週 第 6週 第７週 第 8週 

青森地域         

弘前地域         

八戸地域         

西北地域         

上十三地域         

下北地域         

合計         

 

《グラフ挿入》 

 

 

 

 

 

 

 

註：8週間程度の流行継続を見込んでいるが、状況に応じて集計を継続する。 
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１．目的 

 地域における医療機能の状況について、詳細な把握を行って、県及び保健所が行う新型

インフルエンザ対策の資料とする。 

 

２．時期 

県内流行期・大規模流行期に実施することとし、新型インフルエンザ発生状況調査と同

時に実施する。開始及び終了の際には、保健衛生課より、保健所、病院、県医師会、郡市

医師会、市町村に対し通知を行う。 

 

３．調査実施機関 

全医療機関 

 

４．報告対象 

（１）病院 

① 診療に従事する医療従事者の人数 

② 特記事項（医薬品の不足など） 

（２）診療所 

  ① 診療の休止 

  ② 他医療機関への支援可能な医療従事者数 

 

５．報告方法 

（１）病院 

① 報告は１日１回とし、様式５により電子メールにて、毎日正午までに保健所に報

告する。なお、 

電子メールによる報告が出来ない場合には、ファックス等により報告する。 

 ② 病院は変更がない場合であっても、変更なしとして報告を行う。 

（２） 診療所 

① 診療所は、医療従事者等の新型インフルエンザの罹患により、診療を休止した場

合には、速やかに、様式６により電子メールにて、保健所に報告する。なお、電子

メールによる報告が出来ない場合には、ファックス等により報告する。 

  ② 診療所は、診療を再開した場合にも、様式６により休止の場合と同様に保健所に

報告する。 

  

 

 

Ⅳ．新型インフルエンザ医療機能状況調査 
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６．集計方法 

（１）保健所 

   医療機関からの報告は、毎日 17 時までに様式７に集計し、地域における新型インフ

ルエンザ対策の資料として活用する。また、集計後速やかに、電子メールにて、保健

衛生課に報告することとし、変更がない場合にはその旨報告する。 

（２）保健衛生課 

   保健所からの報告は、翌日の正午までに様式８に集計し、地域における新型インフ

ルエンザ対策の資料として活用する。 

 

７．関係機関との情報共有 

（１）保健衛生課 

① 様式８は、集計後速やかに、電子メールにて、各保健所、県医師会、郡市医師会、

全国自治体病院協議会青森県支部、市町村担当課、消防本部へ情報提供する。 

  ② 国及び関係団体に対しては、必要に応じて、様式８を基にして情報提供を行う。 

（２）保健所 

所管地域内の医療機関及び関係団体に対しては、必要に応じて、様式８を基にして

情報提供を行う。 

（３）報道機関及び県民等からの問い合わせに対しては、基本的に医療機関名は公表しな

い。  
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様式５ 

新型インフルエンザ医療機能状況調査報告票（日報：病院→保健所） 

 

医療機関名  

担当者  

連絡先電話  

    月   日現在 

１．初回報告 

２．前回報告から変更あり 

３．前回報告から変更なし 

区分 医療従事者の状況 入院可能な病

床数 

特記事項（医薬品の不足など特記

すべき事項を記載） 医師 看護師 薬剤師 診療放射

線技師 

平常時従

事者数 

      

報告時勤

務者数 

    

【注意事項】上記の１．２．３のいずれかに○をつけて報告してください。１、２については表内につ

いても記載してください。 

 

様式６ 

新型インフルエンザ医療機能状況調査報告票（随時報告：診療所→保健所） 

 

医療機関名  

担当者  

連絡先電話 ※休診中も連絡可能な電話番号を記載してください。 

 

 

１．休止報告 

当院は、医療従事者等の新型インフルエンザの罹患により、以下のとおり、診療を休止しました。 

診療休止日   年   月    日 

診療再開予定日 年   月    日 

他医療機関への支援可能

な医療従事者数 

医師       人         看護師       人 

薬剤師      人         診療放射線技師   人 

 

２．診療再開報告 

当院は、   月    日より、診療を再開しました。 

 

【注意事項】上記の１．２いずれかに○をつけて報告してください。 
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様式７ 

新型インフルエンザ医療機能状況調査集計（日報：保健所→県保健衛生課） 

 

保健所名  

担当者  

連絡先電話  

    月   日現在 

１．病院 

① 医療従事者の状況 

医療機関名 医師 看護師 薬剤師 診療放射線技師 

平常時 報告時 平常時 報告時 平常時 報告時 平常時 報告時 

○○病院         

○○病院         

合計         

 

② 病床数その他抗インフルエンザウイルス薬等の状況 

医療機関名 入院可能病床数 特記事項 

○○病院   

○○病院   

合計   

 

 

２．診療所 

① 診療休止医療機関 

医療機関名 休止日 診療再開予定日 

○○医院   年   月    日   年   月    日 
○○クリニック   年   月    日   年   月    日 

合計   

 

② 他医療機関への支援可能な医療従事者数 

医療機関名 医師 看護師 薬剤師 診療放射線技師 

○○医院     
○○クリニック     

合計     
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様式８         

新型インフルエンザ医療機能状況調査集計（日報：県全域） 

 

   月   日現在 

１．病院 

① 医療従事者の状況 

保健医療圏 医師 看護師 薬剤師 診療放射線技師 

平常時 報告時 平常時 報告時 平常時 報告時 平常時 報告時 

青森地域         

弘前地域         

八戸地域         

西北地域         

上十三地域         

下北地域         

合計         

 

② 病床数その他抗インフルエンザウイルス薬等の状況 

保健医療圏 入院可能病床数 特記事項 

青森地域   

弘前地域   

八戸地域   

西北地域   

上十三地域   

下北地域   

合計   

 
２．診療所 

保健医療圏 休止箇所数 他医療機関への支援可能な医療従事者数 

医師 看護師 薬剤師 診療放射線技師 

青森地域      
弘前地域      
八戸地域      
西北地域      
上十三地域      
下北地域      

合計      
 


